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平成３０年第６回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

平成３０年９月１３日（木曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 ４号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告につい 

           て                             

第 ４ 議案第４５号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例        

第 ５ 議案第４６号 平成３０年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）        

第 ６ 議案第４７号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

           号）                            

第 ７ 議案第４８号 平成３０年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第 ８ 議案第４９号 平成３０年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

第 ９ 議案第５０号 平成３０年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）   

第１０ 議案第５１号 平成３０年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）  

第１１ 議案第５２号 平成３０年度羽幌町水道事業会計補正予算（第１号）      

第１２ 認定第 １号 平成２９年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について     

第１３ 認定第 ２号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

           について                          

第１４ 認定第 ３号 平成２９年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第１５ 認定第 ４号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第１６ 認定第 ５号 平成２９年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第１７ 認定第 ６号 平成２９年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第１８ 認定第 ７号 平成２９年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第１９ 認定第 ８号 平成２９年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

第２０ 発議第 ７号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について  

 

〇出席議員（１０名） 

    １番 村 田 定 人 君      ２番 金 木 直 文 君 
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     町民課長兼住宅係長    室 谷 眞 二 君                

     町民課主幹兼環境衛生係長    木 村 和 美 君                

     町民課総合受付係長    蟻 戸 貴 之 君                

     町民課町民生活係長    道 端 篤 志 君                

     福 祉 課 長    今 村 裕 之 君                
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     建築課主任技士兼土木港湾係長    笹 浪   満 君                

     建設課管理係長    宇 野 延 仁 君                

     建設課土木港湾係主査    山 平 博 久 君                

     上下水道課長    宮 崎 寧 大 君                
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     主 任 技 士    吉 田 吉 信 君                
     兼 業 務 係 長 

     上下水道課管理係長    逢 坂 信 吾 君                

     上下水道課業務係主査    小笠原   聡 君                

     農林水産課長    鈴 木   繁 君                

     農林水産課農政係長    更 科 信 輔 君                

     農林水産課水産林務係長    木 村 康 治 君                
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     焼 尻 支 所 長    熊 谷 裕 治 君                

     学校管理課長                             
     兼 学 校 給 食    春日井 征 輝 君                
     センター所長 
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     総 務 係 長    杉 野   浩 君                
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    ◎開議の宣告 

〇議長（熊谷俊幸君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ５番 小 寺 光 一 君    ７番 平 山 美知子 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 次に、議会運営委員会副委員長から議会運営委員会委員長の互選の結果の報告がありま

したので、議会の運営に関する基準により報告します。議会運営委員会委員長は１番、村

田定人君であります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第４号 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第３、報告第４号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率の報告について議題とします。 

 本案について報告の内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） ただいま上程されました報告第４号 財政の健全化判断比率

及び公営企業の資金不足比率の報告についてご説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を次のとおり報告し、承認を求め

るものであります。 

 平成３０年９月１２日提出、羽幌町長。 

 １、財政の健全化判断比率でありますが、①の実質赤字比率につきましては一般会計を

対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率となりますが、羽幌町は黒字でありま

すので、数値は出ないこととなります。 

 ②の連結実質赤字比率につきましては、全会計を対象とした実質赤字額または資金不足
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額の標準財政規模に対する比率となりますが、これについても黒字でありますので、数値

は出ないこととなります。 

 ③の実質公債費比率につきましては、公債費相当額に充当した一般財源の標準財政規模

に占める割合の過去３年度の平均値となりますが、１０．４％となっており、早期健全化

基準の２５％を下回っております。 

 ④の将来負担比率につきましては、一般会計等の借入金や将来支出の可能性がある負担

等の現在高の程度を指標化したものでありますが、９．５％となっており、早期健全化基

準の３５０％を下回っております。 

 このように財政の健全化判断比率は、いずれも基準を下回っており、財政状況は健全で

あることをあらわしております。 

 ２、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、①の水道事業会計、②の簡易水

道事業特別会計、③の下水道事業特別会計、④の港湾上屋事業特別会計、いずれも資金不

足はなく、健全な経営状態であることをあらわしております。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づき、監査委員の審査を終えておりますので、別紙のとおり報告書を添付しており

ます。 

 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（熊谷俊幸君） これから報告第４号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第４号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告に

ついては原案のとおり承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第４５号 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第４、議案第４５号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） ただいま上程されました議案第４５号 羽幌町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成３０年９月１２日提出、羽幌町長。 
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 提案理由は、地方税法施行令等一部を改正する政令（平成３０年政令第１２５号）の公

布に伴い、中低所得層の保険税負担が増大しないよう課税限度額を引き上げる改正をしよ

うとするものであります。 

 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町国民健康保険税条例（平成２４年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 条文を読み上げますが、別途お配りしております議案第４５号 羽幌町国民健康保険税

条例新旧対照表につきましてもごらん願います。左側が現行条文、右側が改正後案となっ

ており、改正箇所につきましては下線を引いております。 

 それでは、条文を読み上げます。第２条第２項ただし書及び第２３条中「５４万円」を

「５８万円」に改める。 

 附則、施行期日、第１条、この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 適用区分、第２条、この条例による改正後の羽幌町国民健康保険税条例の規定は、平成

３１年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 以上が改正条文でありますが、今回の改正により課税限度額は現行の８９万円から９３

万円に引き上げられることとなります。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（熊谷俊幸君） これから議案第４５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第４６号～議案第５２号 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第５、議案第４６号 平成３０年度羽幌町一般会計補正予算

（第３号）、日程第６、議案第４７号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）、日程第７、議案第４８号 平成３０年度羽幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）、日程第８、議案第４９号 平成３０年度羽幌町介護保険事業特別

会計補正予算（第１号）、日程第９、議案第５０号 平成３０年度羽幌町下水道事業特別
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会計補正予算（第１号）、日程第１０、議案第５１号 平成３０年度羽幌町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）、日程第１１、議案第５２号 平成３０年度羽幌町水道事業

会計補正予算（第１号）、以上７件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました平成３０年度一般会計の補正予算につ

きまして、その提案理由をご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２，２３７万９，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ６７億８，９３１万７，０００円とするものであります。 

 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出において２款総務費、自治振興費にお

いて空き家対策補助金７５３万５，０００円の補正は、解体補助等に係る申請件数の増加

見込みによるものであります。 

 次に、３款民生費、児童措置費において児童手当交付金（国庫）返還金４１７万７，０

００円の補正は、前年度の国庫交付額確定に伴うものであります。 

 次に、４款衛生費、保健衛生費において遠隔医療促進事業２６９万９，０００円の補正

は、遠隔医療システムの体制整備を検討するため学識経験者やコンサルタント等の専門家

から助言を受けるための経費であり、全額道補助金で賄われます。今回補正をいたします

一般会計の財源でありますが、特定財源として先ほど申し上げました道補助金と交付決定

を受けたいきいきふるさと推進事業助成金２６０万円のほか、不足いたします１，７０８

万円につきましては前年度繰越金を充てております。 

 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申

し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１１１万２，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１０億６，８１１万２，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、前年度療養給付費の確定に伴う療養給付交付金返還金となっ

ており、財源につきましては前年度繰越金を充てております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ７４万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ１億３，０７４万１，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、後期高齢者医療制度に係る保険料軽減特例の改正に伴うシス

テム改修業務委託料となっており、財源につきましては国庫補助金及び前年度繰越金を充

てております。 

 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４，７３２万７，０００円を追加し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ１０億４，１３２万７，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容を申し上げます。保険事業勘定の歳出、１款総務費において国保
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連合会負担金５万７，０００円の補正は、国保連合会との通信回線をＩＳＤＮ回線から光

回線に移行することに伴うものであります。 

 同じく５款基金積立金において介護給付費等準備基金積立金２，９９９万９，０００円

の補正は、平成２７年度から２９年度までの余剰金相当額を基金へ積み立てるものであり

ます。 

 同じく６款諸支出金において介護給付費返還金１，２２７万１，０００円の補正は、介

護保険給付費の公費負担分等の翌年度精算に伴うものであります。 

 次に、介護サービス事業勘定の歳出、２款事業費において特別養護老人ホーム整備基金

積立金５００万円の補正は、指定管理者からの施設納付金を基金へ積み立てるものであり

ます。財源につきましては、各事業勘定とも一般会計繰入金及び前年度繰越金を充ててお

ります。 

 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６２万５，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ４億４，０６２万５，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、下水道接続件数の増加見込みによる水洗便所改造等補助金の

増額であり、財源につきましては一般会計繰入金を充てております。 

 次に、簡易水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１２２万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ３，９２２万１，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、焼尻簡易水道において北海道が施工する砂防工事に伴う水道

管移設補償工事について予定箇所の工事を来年度以降に行うこととなったため、工事請負

費８９万６，０００円を減額するほか、焼尻配水池の配水流量計が故障したことから、そ

の交換費用として工事請負費２１１万７，０００円を増額するものであり、財源につきま

しては一般会計繰入金を充てております。 

 続いて、水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 資本的収入及び支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費において６４８万円の補正

は、水道料金システムを更新するための費用であります。現在のシステムは平成８年に導

入し、これまで改修等を行ってまいりましたが、最後のシステム更新から７年が経過して

おりますことから、関連機器に係る部品が枯渇していることやシステムサポート期間が終

了すること、さらに来年５月の元号改正への対応等の課題があります。これらのことを踏

まえ、現行システムを改修せずシステムを更新することが妥当であると判断し、補正する

もので、予算の総額を１億９，４５０万２，０００円とするものであります。なお、シス

テムの更新に伴い運用方式をクラウド型に変更し、データ管理の安全性を高めるほか、料

金についてはコンビニエンスストアにおいても収納することが可能となり、利便性の向上

や収納対策の強化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定賜ります
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ようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（熊谷俊幸君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） それでは、私から内容をご説明いたします。 

 一般会計の３ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正でありますが、戸籍

業務の電算共同化事業につきましては、留萌地域電算共同化推進協議会が本年１１月をめ

どにシステムの更新業務を発注し、作業については来年６月ごろまでかかることから、当

初予算案提出時に本年度の負担額とともに債務負担行為につきましてもあわせて提出すべ

きところ漏れておりましたので、追加をさせていただくものであります。 

 ７ページをお開き願います。２款総務費、企画費の補正は、日本ハムファイターズパー

トナー協定事業に対するいきいきふるさと推進事業助成金の交付決定に伴う財源更正であ

ります。 

 ８ページをお開き願います。３款民生費、社会福祉費において償還金利子及び割引料２

９５万８，０００円の補正は、障害者医療給付費等に係る前年度の国及び道負担金額の確

定による返還金であります。 

 同じく、介護福祉費において介護保険事業特別会計繰出金５万８，０００円の補正は、

国保連合会負担金等の増に伴うものであります。 

 同じく、児童福祉費において特別旅費２０万５，０００円の補正は、離島地区で子育て

支援事業を実施するための保育士の出張旅費であります。下段の子ども・子育て支援交付

金（国庫）返還金４９万７，０００円の補正は、前年度の国庫交付金額確定によるもので

あります。 

 １０ページをお開き願います。４款衛生費、環境衛生費において簡易水道事業特別会計

繰出金２１１万７，０００円の補正は、焼尻簡易水道での配水流量計交換工事に伴うもの

であります。また、環境基本計画推進事業に対するいきいきふるさと推進事業助成金の交

付決定に伴い財源更正を行っております。 

 次に、８款土木費、都市計画管理費において下水道事業特別会計繰出金１６２万５，０

００円の補正は、水洗便所改造等補助金の増加見込みによるものであります。 

 次に、１０款教育費、体育振興費の補正は、マラソン大会開催事業に対するいきいきふ

るさと推進事業助成金の交付決定に伴う財源更正であります。 

 次に、１１款災害復旧費、農業施設災害復旧費において農業用施設災害復旧工事請負費

５０万８，０００円の補正は、本年７月２日から３日にかけての大雨により朝日地区にお

いて農業用排水路の増水に伴い水田のり面の一部が崩落したことから、補修工事を行うも

のであります。 

 以上が一般会計の補正内容でありますが、国民健康保険事業特別会計ほか各特別会計並

びに水道事業会計の補正につきましては、町長からの提案理由の説明をもちまして説明は

省略をさせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
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〇議長（熊谷俊幸君） お諮りいたします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算及び債務負担行為一括して審議を行

い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第４６号 平成３０年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）について歳入

歳出予算及び債務負担行為一括して質疑を行います。 

 １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） ７ページの空き家対策事業の補正についてお伺いいたします。 

 今回７５０万ほどの補正ということになっておりますけれども、その理由として空き家

の解体が予定よりも進んだというようなことが述べられておりましたが、もうちょっと詳

しくお聞きしたいというふうに思います。市街地区、それから離島地区のうちの天売、焼

尻、それぞれ何件の解体があって、補助金額というのは、それぞれの区分ごとで結構なの

で、どれぐらい支払われたのかということまずお聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（熊谷俊幸君） 町民課町民生活係長、道端篤志君。 

〇町民課町民生活係長（道端篤志君） お答えいたします。 

 天売が６件で、焼尻がゼロ件、羽幌が２１件、合計２７件となっております。 

（「金額」と呼ぶ者あり） 

〇町民課町民生活係長（道端篤志君） 金額については、交付申請額が全部で１，２５３

万５，０００円となっております。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） これたしか解体に係る経費、１件につき上限って決められてい

たかと思いますけれども、その上限額がそれぞれ支払われているような格好なのでしょう

か。 

〇議長（熊谷俊幸君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 上限額は解体等で最高５０万となっておりますが、工事費が１００万を満たないものも

数件ございまして、若干上限というか、５０万の補助をしていないものも数件ございます。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。  

〇１０番（寺沢孝毅君） こうやって予定よりも解体が進んでいくということは町の安全

だとか、それから景観上も非常によろしいことだと思って、私は歓迎しているわけですけ

れども、自分が居住している天売島のことをちょっと触れれば、かなりこの夏場にかけて

一気に解体が進んだなというふうに見ております。業者も解体車等が入って、同じ業者が

ずっと請け負って解体を進めているというような形で見ていたのですけれども、町のほう
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で押さえているかどうかちょっとわかりませんが、全ての解体に対して補助が払われてい

るのか、それとも補助の申請がないとか、そういう形で補助なしで進められている部分も

あるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（熊谷俊幸君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 うちのほうに解体の補助申請があったものについては当然押さえておりますが、それ以

外については状況までは把握できておりません。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） この空き家対策というのは、非常に大きな問題ですよね。持ち

主がやはり解体する意思がなければ、そのままずっと未来永劫残っていく可能性もあると

いうことで、周辺の住民も低気圧が来るたびに危険を感じたり、不安を感じたりというこ

とがあるので、これは議会、常任委員会等でもずっと議論を進めて、解決策について話し

合いをしてきたわけですけれども、こうやって生まれた機運をやはり逃さずに、さらにそ

ういう補助制度の広報だとか、あるいは特に離島地区なんかはそういう業者が入ってきた

ときに一緒にやってもらうということによって解体費が効率よく負担少なくできるという

場合もございますので、そういうタイミングを本当に逃さず広報していただきたいという

ふうにまず思っているのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（熊谷俊幸君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 広報のほうにつきましては、うちのほうで把握している空き家についてはそれぞれ個人

ごとに制度のパンフレット入れたり、現況の説明を電話等でさせていただいて、解体、適

切な維持管理についてご説明をさせていただいております。今回解体の補助件数が多くな

っているわけでございますが、うちのほうで把握していない、まだそれほど程度がひどく

ないけれども、空き家になって間もないというものについての解体の申請が非常に多かっ

たということがございまして、今年度はこのような感じで当初予算を上回ってしまったと

いう状況にございます。引き続き私どものほうで押さえている空き家につきましては個別

に制度の説明ですとか適正な維持管理についてご説明をさせていただくとともに、広報紙

等々でこの補助制度の内容は町民に周知をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 補助制度使わずに解体されているところもあると思いますので、

その辺の現地の状況の把握もした上で次の対策をとっていただきたいというふうに思いま

す。 

 それと、この補正の中には空き家になっている家の改修費なんかの部分も含まれていま

すか。含まれているのであれば、その内訳もちょっとお知らせください。 

〇議長（熊谷俊幸君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 
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 改修の補助については３件ございまして、金額として１３７万７，０００円となってお

ります。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） わかりました。 

 別件でもう一つよろしいですか。 

〇議長（熊谷俊幸君） はい、どうぞ。 

〇１０番（寺沢孝毅君） １０ページ、衛生費ですけれども、遠隔医療促進事業というこ

とで補正がつけられております。これは、道の補助金も入っているという背景を見ますと、

奥尻島なんかで進められてきた離島と、それから北海道側の医療機関を結ぶ遠隔医療の整

備を行おうということの調査費というふうに考えるわけですが、そのような捉え方でよろ

しいでしょうか。 

〇議長（熊谷俊幸君） 健康支援課長、豊島明彦君。 

〇健康支援課長（豊島明彦君） お答えいたします。 

 議員ご質問のとおりでありまして、調査費というよりもつなぐシステムにつきましてど

ういったものが適切な、羽幌町に適したものになってくるのかということも含めまして調

査研究していくということで、コンサルタント並びに見識者の方々のほうからのご意見を

伺いながら行おうとする事業という形で考えております。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 要するに光回線だとか、そういった類いの通信インフラという、

その調査ということですか。 

〇議長（熊谷俊幸君） 健康支援課長、豊島明彦君。 

〇健康支援課長（豊島明彦君） お答えいたします。 

 実際には今年度はその調査というところまでは行き着かないと思っております。まず、

羽幌町にどういったものが適していて、また今回構築しようとしているシステムにつきま

してはそれぞれ北海道の施設等を活用したシステムになってくるものでありますので、北

海道のほうとの協議を経てその辺の中身を詰めるという形になりますので、それがどうい

ったものになってくるのかというのは今後の協議の中で出てくるものだと思いますので、

今この時点での中身としては光回線を使ったとか、そういった具体的なものにはちょっと

お答えできるような状態にはなっておりません。ということをご理解いただければと思い

ます。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 前提として、天売、焼尻の両診療所と、それから道立羽幌病院

を結ぶ遠隔医療を想定した調査ということでしょうか。 

〇議長（熊谷俊幸君） 健康支援課長、豊島明彦君。 

〇健康支援課長（豊島明彦君） お答えします。 

 それらも含めまして、今年度におきましては各離島の診療所の先生方の意向も含めまし
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て、それらを調査した上で有効に活用していけるかどうかということも検討をしていきた

いということでありまして、それが、あと道立病院のほうでも協力体制というものも必要

になってきますので、それらの機関においても協力体制を整えていっていただけるかとい

うことも含めての検討する期間ということで捉えております。 

〇議長（熊谷俊幸君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 詳しいお話はここというよりも医療の特別委員会もございます

し、そこである程度の見通しが出てきた調査の時点でご説明いただきたいというふうには

思いますが、結構予算的にもついているわけですから、ある程度遠隔医療を進めようとい

う意思のもとで着手しているという、そういう考え方でよろしいかどうか、そこだけ確認

させてください。 

〇議長（熊谷俊幸君） 健康支援課長、豊島明彦君。 

〇健康支援課長（豊島明彦君） お答えします。 

 前提としては、財源の中でのいろいろな問題はあるものの、前向きにそういった方向性

で検討できるよう準備を進める事業という形で捉えております。 

〇議長（熊谷俊幸君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号 平成３０年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）は原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第４７号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号 平成３０年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４８号 平成３０年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号 平成３０年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４９号 平成３０年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号 平成３０年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５０号 平成３０年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 
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 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号 平成３０年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号 平成３０年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号 平成３０年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号 平成３０年度羽幌町水道事業会計補正予算（第１号）について歳

入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号 平成３０年度羽幌町水道事業会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎認定第１号～認定第８号、発議第７号 

〇議長（熊谷俊幸君） 日程第１２、認定第１号 平成２９年度羽幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１３、認定第２号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別
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会計歳入歳出決算認定について、日程第１４、認定第３号 平成２９年度羽幌町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１５、認定第４号 平成２９年度羽幌

町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１６、認定第５号 平成２９

年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１７、認定第６号 平

成２９年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１８、認定第

７号 平成２９年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１９、

認定第８号 平成２９年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、日程第２

０、発議第７号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について、以上９

件を一括議題とします。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１１時００分 

 

〇議長（熊谷俊幸君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先に、認定第１号から認定第８号までの提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 平成２９年度羽幌町各会計の決算認定をご提案するに当たりまし

て、その概要をご説明いたします。 

 資料につきましては、羽幌町各会計決算認定資料に基づきご説明いたします。一般会計

では、歳入決算額６９億２，４５９万５，７０３円、歳出決算額６８億８，９６５万５，

８７５円、差し引き余剰金３，４９３万９，８２８円となっております。 

 それでは、初めに歳入の主なものについてご説明いたします。収入の約５割を占める地

方交付税は約３０億６，４４２万円、前年度対比６，８０３万円、２．２％の減となって

おり、単位費用の減額が主なものであります。町税については７億５８８万円、前年度対

比５８７万円、０．８％の減となっており、町たばこ税の減額が主なものであります。国

庫支出金は羽幌小学校改築事業などで約１億１，９１３万円の減額、道支出金は介護保険

関連基盤整備事業の完了などで約３，７７３万円の減額となっております。歳入決算額で

は約６９億２，４６０万円となり、前年度対比約１億５，６６９万円、２．２％の減とな

っております。 

 次に、歳出でありますが、主な経費の内容についてご説明いたします。投資的経費で約

１０億８，６３２万円、前年度対比２億６，５９１万円の減となっておりますが、事業完

了などにより減少したものは、地域密着型サービス事業所整備事業補助、すこやか健康セ

ンター改修整備事業、橋梁補修事業、公営住宅整備事業、羽幌小学校改築事業などであり

ます。一方、増加したものは畜産担い手整備事業、道路新設改良事業、バラ園施設管理事

業としてバラ園再整備工事、農村公園施設管理事業として遊具更新工事、教職員住宅建設
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事業、天売高等学校活性化事業として学生寮用地、建物購入などが主なものであります。

人件費は約１０億４，８２８万円、前年度対比３，８８９万円の増、公債費は約７億９，

７４３万円、前年度対比６，３８６万円の増となっております。歳出決算額では約６８億

８，９６６万円となり、前年度対比約２，７７３万円、０．４％の増となっております。 

 次に、特別会計でありますが、担当課長から説明をさせますので、私からの説明は省略

させていただきます。 

 続きまして、水道事業会計をご説明いたします。収益的収支の収入では、給水人口及び

給水戸数の減少などの影響により有収水量が０．８％減少しております。２８年度との営

業収益を比べますと１５２万９，４１６円の減額となった一方、支出においても配水及び

給水費の工事請負費及び減価償却費の減少により支出全体で１，７９４万２，５３０円の

減額となり、結果損益計算書では６，４５１万４，６５５円の純利益が生じたところであ

ります。資本的収支では、浄水場受配電設備更新工事など建設改良費で３，０７０万４，

８００円、企業債償還金が５，３８０万９，３６６円で、支出総額は８，４５１万４，１

６６円となっております。これに対して収入がありませんので、不足額の全額につきまし

ては減債積立金及び留保資金等で補填したものであります。 

 次に、普通会計の財政指標等の状況についてご説明いたします。まず、財政構造の弾力

性を示します経常収支比率は８４．７％であり、前年度より１．０ポイント増加しており、

公債費や繰出金の増加が主なものであります。また、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律に基づく健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、こ

のたびの議会に報告しているとおりでありますが、実質公債費比率については１０．４％、

将来負担比率は９．５％といずれも早期健全化基準を下回り、財政健全化が図られている

という判断ができるものであります。 

 以上、平成２９年度各会計の決算概要をご説明いたしましたが、我が国の景気は緩やか

な回復基調が続いていると言われているものの、地方の経済は依然として厳しい状況で推

移していることから、今後も羽幌町総合振興計画や羽幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略、公共施設マネジメント計画等をもとに計画的かつ効果的な行財政運営を推進し、住民

サービスの向上や地域経済の活性化を促進するとともに、新たな行政需要など情勢の変化

にも的確に対応できるよう将来を見据えた健全財政の堅持に努めてまいりますので、よろ

しくご審議いただきますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（熊谷俊幸君） 次に、発議第７号の提案理由は、平成２９年度羽幌町各会計の決

算を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております認定第１号から認定第８号について

は、発議第７号により、羽幌町議会委員会条例第４条の規定に基づき、全員の議員をもっ

て構成する羽幌町各会計決算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することに

いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 - 80 - 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第７号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計決算特別委員会を

設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午前１１時１２分 

 

〇議長（熊谷俊幸君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に１０番、寺沢孝毅君、副委員長に

３番、阿部和也君を決定いたしましたので、報告します。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（熊谷俊幸君） お諮りします。 

 各会計決算特別委員会の決算審査のため、これから９月１４日まで休会としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（熊谷俊幸君） 異議なしと認めます。 

 したがって、これから９月１４日まで休会することに決定しました。 

 ただし、会議規則第１０条第３項の規定により、休会中であっても決算特別委員会終了

次第本会議を開きます。 

 以上で本日の議事日程は全部終了しました。休会して各会計決算特別委員会を開催いた

します。各会計決算特別委員会の審査状況に応じて、終了後速やかに本会議を再開するこ

とといたします。 

（午前１１時１３分） 


